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6月11日、法人税（CIT）に関する法案が一般公募のために公開されました。当該法案には、2026年
1月1日から適用されるキャピタルゲイン税制を大きく見直す提案事項が含まれています。
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詳細

提案された変更 CIT 法案 PwCのコメント

適用税率 証券（上場証券等市場価格あり）：売却価
額の0.1％ 
資本：売却価額の2％

証券（上場証券等市場価格あり）の譲渡についての
税額は変更ありませんが、資本の譲渡は利益の有
無に関わらず、売却価額の 2％がキャタルゲイン税
の対象となります。
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現在、資本の譲渡に適用されるキャピタルゲイン税率は、実績または推定される譲渡益の 20%であり、通常、ベトナムの有
限責任会社の持分および非公開会社の株式のすべての譲渡に適用されています。

今回の提案によると、純利益の 20%の税率から売却価額の 2%の税率に変更されます。

引き続き、当該法案の動向に注視する必要がありますが、同様の提案が数年前に提案されたものの、未だ制定されてい
ないことに留意する必要があります。



お問い合わせ

©2024 PwC Tax and Advisory (Vietnam) Company Limited. All rights reserved. PwC refers to the Vietnam member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each 
member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

If you wish to be removed from our mailing list, please click on the 'unsubscribe' link above.

www.pwc.com/vn

1

本書は、一般的な情報提供のために作成されたものであり、専門的なアドバイスではございません。

個別のご相談については以下の担当者までお問い合わせください。

今井 慎平 / Shimpei Imai
ディレクター
+84 90 175 5377
shimpei.imai@pwc.com 

塚本 裕之 / Hiroyuki Tsukamoto
マネージャー
+84 76 471 6470
tsukamoto.hiroyuki@pwc.com

小暮 寛之 / Hiroyuki Kogure
シニアマネージャー
+84 32 543 6850
kogure.hiroyuki@pwc.com

http://www.pwc.com/vn
http://facebook.com/pwcvietnam
http://linkedin.com/company/pwc-vietnam
http://youtube.com/pwcvietnam

